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第１４５回群馬県都市計画審議会 議事概要

（事務局）

大変お待たせいたしました。ただいまから第１４５回群馬県都市計画審議会を開会いた

します。私は群馬県都市計画課長の重田と申します。

まず、委員の出欠状況についてご報告いたします。

本日出席をお願いいたしました委員の皆様は２２名でございますが、現在１９名の委員

の方が出席されております。従いまして、群馬県都市計画審議会条例第５条１項の規定に

よる定足数、２分の１以上でございますが、それに達しておりますので、本会が成立して

いることをご報告申し上げます。

それでは開会に当たりまして、高橋会長からごあいさつをお願いいたします。

（会長）

本日は第１４５回群馬県都市計画審議会を開催いたしましたところ、委員の皆様方には

年末のお忙しい中をお集まり頂きまして、誠にありがとうございます。

本日の議題はお手元の資料のとおり、「富岡都市計画道路の変更について」ほか１３議

案でございますが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

（会長）

次に、議事録署名人を２人指名させて頂きますので、ご了承お願いいたします。

長谷川委員、田口委員にお願いいたします。

（議長）

これより議事に入ります。なお、議事の進め方でございますが、第１号議案及び第２号

議案は単独上程、第３号議案から第８号議案及び第９号議案から第１４号議案については、

それぞれ一括上程としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

また、議案の説明は幹事からいたしますが、必要に応じて関係市町村から補足説明をさ

せて頂きますので、ご了承願います。

次に、議案の審議に入ります前に本日の審議会を公開とするか否かについてご検討をお

願いしたいと思います。事務局から説明を求めます。

（事務局）

はい。本日上程のいずれの議案につきましても、群馬県情報公開条例の関係条文に照ら

して非公開とするような情報は含まれていないものと判断いたしました。

よって、群馬県都市計画審議会議事運営規則第１２条に基づき、公開とすることを提案

させて頂きます。

（議長）

よろしゅうございますか。

それでは、事務局の説明のとおり、本日の議案については、いずれも公開とし、傍聴を

認めることとしてよろしいでしょうか。

（「異議なし」の声。）

（議長）

ありがとうございます。
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それでは、本日のいずれの議案についても傍聴を認めることといたします。

事務局は傍聴者を入場させてください。

（「報道関係者入場」）

（議長）

それでは、事務局から傍聴者についてご説明をお願いいたします。

（事務局）

本日の傍聴者でございますが、報道関係者が１名となっております。

（議長）

それでは、傍聴者の皆様に傍聴上の注意を申し上げます。先ほど事務局からお配りをい

たしました傍聴要領をよく読んで遵守してください。傍聴要領に反する行為をされた場合

には、退場して頂きます。

報道の方につきましては、ただいまより写真の撮影を許可します。

第１号議案「富岡都市計画道路（３・４・２号西富岡内匠線）の変更について」

（議長）

ただいまから議案の審議を行います。

それでは、第１号議案「富岡都市計画道路（３・４・２号西富岡内匠線）の変更につい

て」を上程いたします。

事務局から説明を求めます。

（事務局）

それでは、第１号議案の富岡都市計画道路（３・４・２号西富岡内匠線）の変更につい

てご説明いたします。

議案書は１ページから２ページになります。また、Ａ３の議案添付図面は３枚目の「図

－１総括図」から、次の「図－２計画図」、「図－３標準横断図」でございます。

前面に総括図を写しておりますのでご覧下さい。東西に国道２５４号バイパス及び国道

２５４号が走っております。ここが世界遺産暫定リストに登載された富岡製糸場になりま

す。

今回、ご審議をお願いする西富岡内匠線ですが、国道２５４号バイパスを起点として上

信越自動車道富岡ＩＣを経て、主要地方道の富岡神流線に至る延長３，２８０ｍの都市計

画道路で、昭和４４年に都市計画決定しております。また、その東側の富岡内匠線と北側

の２５４号バイパスとが一体となって富岡市の環状線を構成しております。

このうち、国道２５４号バイパスと富岡内匠線、それと今回変更する西富岡内匠線のう

ち、旧道の国道２５４号以南については既に整備済みとなっており、環状線を構成する区

間のうち、旧道の国道２５４号から国道２５４号バイパスの８００ｍ区間のみが未整備と

なっております。

今回変更するのはこの未整備区間の８００ｍの区間を対象としています。前面に計画図

を写しております。総括図を回転させておりますが、北側が右側です。変更区間が赤線部

分で、右が国道２５４号バイパス、左が現道の国道２５４号、真ん中の緑の点線が上信電

鉄です。
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変更点は前面に赤書きで示しております。

一点目は道路構造令の改正により、自転車歩行者道の有効幅員を植樹帯巾１ｍを考慮し

た上で４ｍとして、全体幅員を１７ｍに変更します。

二点目ですが、この後ご説明いたしますが、上信電鉄との交差構造を立体交差から平面

交差に変更するものです。

これが、変更後の一般部の標準横断図となります。

変更理由は議案書の２ページに載せてございますが、補足して説明させて頂きます。

まず、当該道路の特性ですが、現状、道路として市街地の骨格をなす幹線道路であると

共に、上信越自動車道富岡ＩＣへのアクセス機能を持つ道路です。また、既存の道路との

交通分担により、通過交通の市街地への流入を低減し、市街地内の交通混雑や安全性の向

上に寄与する道路でもあり、地域からも当該区間の早期整備の要望が寄せられております。

このように富岡市にあっては、重要な路線である一方、当初計画決定した昭和４４年か

ら社会経済情勢は大きく変化しております。その代表的なものといたしまして、近年の少

子高齢化による人口減少や社会資本整備費の削減があげられます。また、当該地域におい

ては、鉄道輸送人員の減少や富岡製糸場の世界遺産登録に向けたまちづくり方針の転換等

がございます。

これが人口問題研究所の群馬県の将来人口推計ですが、西暦２０００年（平成１２年）

を１００といたしますと、３０年後の２０３０年（平成４２年）にはその９１％、１８３

万人に減少すると予測されています。

社会資本整備費の推移ですが、これが群馬県県土整備部の事業費の推移です。平成１０

年をピークに減少しています。

これは、上信電鉄の乗車人員です。昭和４１年には年間８１６万人の利用者がありまし

たが、平成１７年には２１３万人と約３割になっています。そのため当時と比べ列車の運

行本数も減ってきている状況です。

また、富岡市では、富岡製糸場の世界遺産登録を契機として、この地域資源を活かした

まちづくり方針を策定いたしました。この計画では製糸場を中心としてその周辺をバッフ

ァゾーンとし、町並み保存を主とした計画となっております。

次に周辺の土地利用状況ですが、線路より南側は、富岡市の市街地として住居等が多く

立地している住居地域で、付近に公立病院等の施設が立地し、東西に幹線市道が走ってい

ます。

北側は、用途白地地域ですが、市立図書館や中央公民館等の公共施設が立地しています。

現状では自転車・歩行者を含む南北方向の連絡は、歩道のない幅員６ｍ程度の県道中野谷

富岡線となっています。

また、計画道路と鉄道との交差を立体構造とすると南北方向への連絡は、橋梁アプロー

チまでの移動が必要となり、立体部の登坂に伴う身体的負担が大きくバリアフリーの観点

からは不利となります。

特に上信電鉄南側については、東西方向の幹線市道が分断されることにより、市道沿線

からの公立病院や図書館等の公共機関への連絡が阻害されます。

一方、県央地域や高崎方面への比較的長トリップの交通は、現在事業実施中の西毛広幹

道へ通じる富岡内匠線や国道２５４号バイパスの利用がより多く見込まれ、今回変更する

当該８００ｍ区間は、比較的トリップの短い市域内交通が高くなっておりまして、富岡市

の環状線であると共に地域の生活軸としての性格も有する道路でもあります。

立体構造に比較して安全性の面からは劣りますが、沿線土地利用の課題は平面交差によ

り、解消することができると考えられます。

変更に伴う環境影響分析等も行っておりますが、騒音、振動の点で若干平面交差が劣り

ますが、日照については当然のことながら、立体交差より優位となっています。
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以上のような状況から、本地域における本路線の果たす役割は大きく、この区間の整備

により環状道路としての機能の早期発現が図れること、このため、社会経済情勢の変化や

周辺土地利用を踏まえた整備手法を考慮した結果、交差構造を見直すこととしたものでご

ざいます。

なお、変更に先立ちまして各種法令や基準との整合についても検討を行っています。

道路法第３１条、同施行令第３５条や鉄道に関する技術上の基準を定める省令第３９条

では、「鉄道との交差方式は立体交差とする。ただし、当該道路の交通量、当該鉄道の運

行回数が少ない場合を除く」と、また、踏切改良促進法では、立体交差化の基準として、

踏切の自動車交通遮断量が１日当たり１０，０００台時以上と定められております。

当該道路の将来推計交通量８，９００台や列車運行本数５６本／日、踏切遮断時間０．

８１ｈから、この地点においてはこの基準以下７，２０９台時／日であるとともに、説明

会で前後の２つの踏切閉鎖についての地元合意も得られたことから平面交差とするもので

す。

なお、鉄道管理者である上信電鉄株式会社からは、前後２ヶ所の踏切の廃止や新設踏切

を高規格踏切とすること等で合意文書を頂いております。

本都市計画（案）については、平成１９年６月８日に地域への説明会を実施し、昼、夜

あわせて９２名の方が出席されました。また公聴会を７月２７日として広報いたしました

が、公述の申し出はございませんでした。

縦覧ですが、９月４日から９月１８日まで行い、意見書が１通提出されております。こ

れにつきましては、お手元にＡ４の意見書要旨と都市計画決定権者の見解をお配りしてご

ざいます。

意見書の内容ですが、事業全体に対する意見では、「道路の新設によって、これまでよ

り不便にならないような計画にして欲しい。」ということ、個別には既存道路への接道、

警報機の音量、雨水対策、周辺環境対策に対する要望でございます。いずれも事業実施段

階において、地域と十分協議の上、適切に対応したいと考えております。

以上で第１号議案の説明といたします。ご審議の程よろしくお願いいたします。

（議長）

ありがとうございました。それでは、本案に係るご意見、ご質問を委員の皆様からお願

いしたいと思います。いかがでしょうか。

（織田沢委員）

意見書にもあるように、道路の新設は生活しやすいように配慮する必要がある。

平成１６年に開通した箇所で、車道と歩道に段差があり、土地利用がしにくいところが

ある。車の出入りのため歩道を下げて車道との段差を解消する工事をする場合に、歩道整

備の基準があって、徐々に低くするため、長い距離を工事する必要があるが、なんとか段

差をとらないような工夫はできないのか。

土地を提供したのに土地利用が不便にならないようにして頂きたい。

（事務局）

これから設計等を進めていくので、現地の状況を踏まえた上で、地元の意見を聴いて検

討して参りたいと思います。

（議長）

ほかにご意見、ご質問ありましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
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（「異議なし」の声）

（議長）

よろしゅうございますか。それでは、異議なしの声がございましたので、本案につきま

してはご異議ないものと認めさせて頂いて、原案どおり決定させて頂きました。

ありがとうございました。

第２号議案「藪塚都市計画区域内産業廃棄物処理施設の敷地位置について」

（議長）

続きまして、第２号議案「藪塚都市計画区域内産業廃棄物処理施設の敷地位置につい

て」を上程いたします。

事務局から説明を求めます。

（事務局）

それではご説明させて頂きます。私、建築住宅課の田部井と申します。よろしくお願い

します。

第２号議案「藪塚都市計画区域内産業廃棄物処理施設の敷地位置について」をご説明さ

せて頂きます。

産業廃棄物処理施設につきましては、建築基準法第５１条で建築が制限されていますが、

都道府県都市計画審議会の議を経て、その敷地位置が都市計画上、支障がないと認めて許

可した場合に限り建築できることになっており、本案件は、この規定に基づいて許可申請

がなされたもので、許可権者の特定行政庁である太田市が本審議会に付議し、ご審議いた

だくものでございます。詳細な説明につきましては、太田市の補助説明者からの説明とさ

せて頂きます。

それでは、議案の概要を説明させて頂きます。

付議書の３ページをご覧下さい。付議書の写しでございます。太田市からの付議となっ

ております。

続きまして、４ページが施設概要となっております。名称は藪塚都市計画内産業廃棄物

処理施設、用途地域は指定なし、申請者住所氏名は埼玉県深谷市長在家１９８番地、永田

紙業株式会社、代表取締役永田博太郎、同じく明成物流株式会社、代表取締役永田耕太郎、

所在地は太田市大原町２２３７－１、２２３７－２、２２３７－３、２２３７－５のそれ

ぞれ一部、太田市大久保町４７５－１、４７５－２でございます。

敷地面積は９，６９６．７８㎡、主な施設は産業廃棄物処理施設でございます。処理能

力は、廃プラスチック類破砕が一日あたり１１．４２ｔ、木くず破砕が一日あたり１０．

２８ｔでございます。また、建築物の延べ面積は、５，８６２．９５㎡となっております。

本施設は、処理能力が１日あたり５トンを越える廃プラスチック類及び木くずの破砕処

理施設であり、建築基準法第５１条のその他政令で定める処理施設に該当することから、

同法第５１条ただし書きの許可の手続きを行おうとするものでございます。

それでは、施設の概要につきましては、許可権者であります太田市の建築指導課田口課

長からの説明とさせて頂きます。

（太田市）

太田市建築指導課の田口と申します。

第２号議案についての補助説明をさせて頂きます。
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申請者の永田紙業株式会社は、昭和４８年に設立され、古紙再生業を中心に、産業廃棄

物及び一般廃棄物の収集運搬業、産業廃棄物の中間処理業、倉庫業等を行っている会社で

ございます。

また、明成物流株式会社は、永田紙業株式会社の関連会社でございまして、平成７年に

設立され、一般貨物の運送業を中心に産業廃棄物の収集運搬業を行っている会社でござい

ます。

本申請の建築物は、永田紙業株式会社と明成物流株式会社が共同で計画しているもので、

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず等の圧縮梱包処理や破砕処理、

汚泥、廃油等の積み替え保管を一つの建物内で行いたいとする計画でございます。

処理品目のうち、１日あたりの処理能力が５トンを超える産業廃棄物の廃プラスチック

類及び木くずの破砕処理を行う施設は、都道府県都市計画審議会の議を、また１日あたり

の処理能力が５トン以上の一般廃棄物の紙くずの圧縮梱包処理を行う施設は、市町村都市

計画審議会の議を経て、特定行政庁が許可した場合に限り建築できることとになっており

ます。従いまして、一般廃棄物の圧縮梱包処理を行うことにつきましては、太田市都市計

画審議会に付議し、１１月３０日、原案のとおり、議決いただいております。

なお、他の処理品目につきましては、建築基準法第５１条のその他の政令で定める処理

施設には該当せず、特定行政庁の許可を必要としておりません。

次に添付図面の説明をさせて頂きます。

スクリーン又は図－４をご覧下さい。申請地の位置を示しております。敷地は、太田市

の中心部から北西へ約１２キロ離れた旧藪塚本町に位置しています。

スクリーン又は図－５をご覧下さい。申請地から３００ｍ以内の状況を示しております。

図面の右方向が北でございます。赤色で示したのが、今回の申請地で、青色で示したのが

周辺の工場でございます。

敷地の周囲は、農地、運送業者の倉庫、木くずの破砕処理として利用されております。

住宅につきましては、黄色で示していますが、申請地から最も近い住宅は、申請敷地から

約１０ｍのところにございます。なお、後で述べますが、住宅が非常に近接しているため、

生活環境保全上の対策を計画しております。

スクリーン又は図－６をご覧ください。

こちらは、敷地の状況を示したものでございます。図面の右方向が北でございます。

黄色で示してあるのが、申請建築物で、申請建築物１が廃プラスチック類及び木くずの

破砕処理を行う作業所及び倉庫棟でございます。他に申請建築物２の事務所棟、申請建築

物３の消火栓用ポンプ小屋がございます。

搬入、搬出車両の出入りにつきましては、図面上、上下方向の道路、幅員７ｍの市道藪

塚本町第三２８６号線、右下の青い三角で示したところから出入りいたします。

スクリーン又は図－７をご覧ください。

こちらは平面図で、作業所及び倉庫棟に設置される機械の配置及び産業廃棄物、一般廃

棄物の処理前、処理後の保管場所、作業動線を示したものでございます。なお、図面の右

方向が北でございます。

建物の右側が永田紙業株式会社の使用区域、左側が明成物流株式会社の使用区域となっ

ております。

小さくて分かりづらいのですが、緑色の四角で示してあるのが、破砕機でございます。

永田紙業株式会社の使用区域、明成物流株式会社の使用区域に、それぞれ１台ずつ設置

されます。

スクリーン又は図－８をご覧ください。

こちらは、廃プラスチック類及び木くずの処理工程をフロー図で示したものでございま

す。解体工事現場等から排出されるタイル、断熱材、防音材、塩ビパイプなどの廃プラス
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チック類、壁材、柱材などの木くずが搬入されます。

搬入された廃プラスチック類や木くずは、破砕機で細かくチップ状に破砕され、一時保

管された後、搬出されます。

スクリーン又は図－９をご覧ください。

こちらが、廃プラスチック類の破砕処理前と後の写真でございます。

破砕処理された廃プラスチック類及び木くずは、いずれも製紙会社に燃料として売却さ

れます。

図面の説明は以上でございます。

続いて補足説明をさせて頂きます。

本計画施設は「群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程」第９条第１項の規定

に基づく事前協議書を群馬県の環境部局に提出しており、大気汚染、騒音、振動、臭気等、

おもに生活環境の保全上の見地から審査がされ、平成１８年１０月１９日付けで設置許可

の方向で事前協議が終了しております。設置許可申請につきましては、現在申請準備中で

ございます。

次に、周辺の生活環境の保全対策について説明させて頂きます。

排水につきましては、処理工程上発生いたしません。粉じんにつきましては、破砕機を

建物内に設置するため、粉じんが周辺に飛散する恐れはないと考えられます。

騒音につきましては、破砕機の稼働による騒音が予測されます。そこで、建物の外壁の

一部の遮音性能を高めるとともに、申請地に最も近い住宅に配慮し、敷地東側の境界に沿

って、高さ２ｍから３ｍの遮音壁を設けるなど、騒音の抑制を図ります。

振動につきましては、破砕機と基礎の間に防振ゴムを取り付け、振動の抑制を図ります。

臭気につきましては、処理工程上、廃プラスチック類や木くずから、悪臭の発生する恐れ

はないと考えられます。

また、周辺住民の合意でございますが、群馬県廃棄物処理施設の事前協議において取得

されております。

以上のことを踏まえ、本計画施設が起因となり、新たに生じる生活環境への影響が少な

く、その敷地位置が都市計画上支障ないものと考えられるため、本審議会に付議したもの

でございます。

太田市からの補足説明は以上でございます。

（事務局）

以上で、第２号議案の説明を終わらせて頂きます。ご審議の程よろしくお願いいたしま

す。

（議長）

ありがとうございました。それでは、本案に係るご意見、ご質問を委員の皆様からお願

いしたいと思います。いかがでしょうか。

どうぞ、宮田委員さん。

（宮田委員）

建物の構造についてですが、処理施設を屋内に入れるということですが、どのような構

造上の配慮をしているかということと、建物は四面に壁ができているのか、一面は空いて

いる状態になるのかということをお伺いしたいのですが。
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（太田市）

はい。太田市建築指導課の恩田と申します。機械の位置は敷地境界線に沿っている部分

は壁となり、外壁はＡＬＣ板を、内壁には石膏ボードを使用した遮音構造としています。

外壁の東面は、搬入口等で開放して使用することとなりますが、東側の敷地境界線に沿っ

て遮音壁を設置し騒音に配慮する構造となっています。

（宮田委員）

東面を開放して使用するとなると、粉じんが周辺に飛散することとならないでしょうか。

（事務局）

破砕機の位置は、開放面から離れており、また、防火区画の壁により内部が仕切られて

いますので、飛散の恐れはないと考えております。

（宮田委員）

分かりました。

（議長）

ほかにご意見、ご質問ありましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

（「異議なし」の声）

（議長）

それでは、異議なしの声がございましたので、本案につきましてはご異議ないものと認

めさせて頂いて、原案どおり決定させて頂きました。

ありがとうございました。

第３号議案 高崎都市計画区域、群馬都市計画区域及び新町都市計画区域の変更について

第４号議案 高崎都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について

第５号議案 高崎都市計画区域区分の変更について

第６号議案 高崎都市計画道路の変更について

第７号議案 高崎都市計画公園の変更について

第８号議案 高崎都市計画土地区画整理事業の変更について

（議長）

続きまして、「第３号議案高崎都市計画区域、群馬都市計画区域及び新町都市計画区域

の変更について」、「第４号議案高崎都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

の変更について」、「第５号議案高崎都市計画区域区分の変更について」、「第６号議案

高崎都市計画道路の変更について」、「第７号議案高崎都市計画公園の変更について」、

「第８号議案高崎都市計画土地区画整理事業の変更について」を一括上程いたします。

事務局からの説明を求めます。

（事務局）

それでは、個別の議案の説明に入る前に、第３号議案以降の概要についてふれさせて頂

きます。

この第３号から第８号までの６議案と、この後説明させて頂きます第９号議案から第１

４号議案の伊勢崎都市計画の変更に係る議案については、ともに市町村合併に伴います都
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市計画区域の統合やそれによる市街化区域、市街化調整区域の区域区分、道路、公園等の

既決定の都市計画の名称等の変更であり、実質的な変更を伴うものではありません。

県内の市町村合併の状況ですが、お手元のＡ３添付図面の図－１１に現在の市町村合併

マップと合併後の都市計画区域の現況を載せております。合併マップについては前面にも

写しておりますが、従前は県内７０市町村であったものが、現在はこのように３８市町村

となっております。このうち、都市計画区域を持つ市町村が２９市町で都市計画区域は４

３となっておりまして、一つの市町に複数の都市計画区域がある状況となっております。

このようなことから、昨年の１０月に開催されました第１４０回の都市計画審議会で報

告事項としてご説明させて頂きました、「市町村合併に際した都市計画区域再編指針」に

沿って、今後適宜、都市計画区域の統合を行おうとするものでございます。参考にＡ３添

付図面の図－１２に、当時説明いたしました都市計画区域の統合のスケジュール表をつけ

てございます。

このうち、合併した新市町の中に複数の線引き都市計画区域を有する、新高崎市と新伊

勢崎市についての線引き都市計画区域を統合するものでございます。

それでは、第３号議案から第８号議案の高崎都市計画の変更に係わる議案についてご説

明させて頂きます。

議案書は、第３号議案の５ページ、６ページから第８号議案の１６、１７ページでござ

います。Ａ３の議案添付図面は図－１３となりますが、同じものを前にも写してございま

す。

ご覧のように、新高崎市においては線引き都市計画区域が「高崎都市計画区域」、「群

馬都市計画区域」、「新町都市計画区域」の３区域ございます。

第３号議案については、この３都市計画区域の統合で、統合した後は前面に写しており

ますように、新たな高崎都市計画区域として面積が１３，６４０ｈａとなります。

なお、新高崎市の中には、非線引き都市計画区域として、旧箕郷町、旧榛名町があるわ

けですが、これらを含めた都市計画区域の統合は、合併に際しての新市建設計画にも明記

されているとおり、合併後１０年を予定しております。

第４号議案については、この統合された都市計画区域の「整備、開発及び保全の方針」、

いわゆる都市計画区域マスタープランの変更ですが、はじめに申し上げたとおり、旧３区

域のマスタープランを単純に合体させたものであり実質的な変更はございません。

参考までに、変更されたマスタープランの変更理由と概要及び基本理念をＡ３の「都市

計画区域の整備、開発及び保全の方針（概要書）」としてお配りさせて頂きましたので、

後ほどご覧頂きたいと思います。

第５号議案は、統合された新高崎都市計画区域の区域区分、いわゆる市街化区域を３区

域あわせて５，０８９ｈａとするものです。なお、議案書には都市計画区域等の人口フレ

ームが平成２２年を目標年次として掲載されておりますが、現在、平成２７年を目標年次

として、マスタープランと区域区分の見直し作業を行っております。

第６号議案は、県決定に係わる旧群馬都市計画道路と旧新町都市計画道路を高崎都市計

画道路に名称変更することや連続する路線を１つの路線として統合するものです。

第７号議案は、県決定に係わる旧群馬町の２公園を高崎都市計画公園として名称変更を

行うものです。

第８号議案についても、旧群馬町の土地区画整理事業の名称を高崎都市計画土地区画整

理事業と名称変更するものです。

なお、これら都市計画の変更案については、政令で定める軽易なものを除き、平成１９

年１０月５日より１９日までの２週間公衆の縦覧に供しましたが、意見書等の提出はござ

いませんでした。
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以上で第３号議案から第８号議案の説明を終わります。よろしくご審議の程お願いいた

します。

（議長）

ありがとうございました。それでは、本案に係るご意見、ご質問を委員の皆様からお願

いしたいと思います。いかがでしょうか。

（「異議なし」の声）

（議長）

よろしゅうございますか。

それでは、本案につきましてはご異議ないものとして、原案どおり決定いたします。

ありがとうございました。

第９号議案 伊勢崎都市計画区域及び境都市計画区域の変更について

第１０号議案 伊勢崎都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について

第１１号議案 伊勢崎都市計画区域区分の変更について

第１２号議案 伊勢崎都市計画道路の変更について

第１３号議案 伊勢崎都市計画、赤堀都市計画及び東都市計画下水道の変更について

第１４号議案 伊勢崎都市計画土地区画整理事業の変更について

（議長）

続きまして、「第９号議案伊勢崎都市計画区域及び境都市計画区域の変更について」、

「第１０号議案伊勢崎都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更につい

て」、「第１１号議案伊勢崎都市計画区域区分の変更について」、「第１２号議案伊勢崎

都市計画道路の変更について」、「第１３号議案伊勢崎都市計画、赤堀都市計画及び東都

市計画下水道の変更について」「第１４号議案伊勢崎都市計画土地区画整理事業の変更に

ついて」を一括上程いたします。事務局からの説明を求めます。

（事務局）

はい。続きまして、第９号議案から第１４号議案についてご説明いたします。

議案書は、第９号議案の１８、１９ページから第１４号議案の３０、３１ページまでで

ございます。

ここで誠に恐縮ですが、１８ページの「伊勢崎都市計画区域及び境都市計画区域の変更

について」の鑑文に誤植がございましたので、机にお配りいたしましたＡ４の１枚紙と差

し替えて頂きたいと思います。

Ａ３の議案添付図面は図－１４となりますが、前面にも同じものを写しております。

新伊勢崎市には、線引き都市計画区域として「伊勢崎都市計画区域」「境都市計画区

域」がございます。

第９号議案は、この２つの都市計画区域の統合で、統合した後の新たな伊勢崎都市計画

区域は両区域をあわせて合計が９，６４３ｈａとなります。

また、新伊勢崎市においても非線引きの都市計画区域が、旧赤堀町と旧東村がございま

すが、これも先ほどの高崎市と同様に合併協定を尊重して、全体の統合は合併後１５年を

目途としています。

第１０号議案が、新伊勢崎都市計画区域の「整備、開発及び保全の方針」の変更ですが、
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これも先ほどの高崎都市計画区域と同様に旧伊勢崎と旧境都市計画区域のマスタープラン

の単純な合体で実質的な変更はございません。参考として、変更の理由と概要及び基本理

念をＡ３の「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（概要書）」としてお配りしてご

ざいます。

第１１号議案は、区域区分の変更で、統合後の市街化区域面積は３，２０４ｈａとなっ

ております。人口フレーム等の考え方については高崎と同様です。第１２号議案、第１３

号議案、第１４号議案についても、旧境都市計画として定められていた、道路、下水道、

土地区画整理事業について、区域統合に伴って伊勢崎都市計画に名称変更するものです。

なお、これら都市計画の変更案については、政令で定める軽易なものを除き、平成１９

年１０月５日より１９日までの２週間公衆の縦覧に供しましたが、意見書等の提出はござ

いませんでした。

以上で第９号議案から第１４号議案の説明を終わります。よろしくご審議の程お願いい

たします。

（議長）

はい。ありがとうございました。

ただいまの説明につきまして、ご質問等ありましたらお願いいたします。

はい。塚越委員。

（塚越委員）

都市計画区域の面積は正確にはいくつになるのですか。

（事務局）

表示の数値（議案添付図面上で９，４６３ｈａとの表示）は誤りで、９，６４３ｈａが

正しい数値となります。

（議長）

ほかに、何かございませんでしょうか。

（「異議なし」の声）

（議長）

それでは、本案につきましてはご異議ないものとして原案のとおり決定いたしました。

（議長）

以上で本日の議案の審議は終了しました。委員の皆様にはご熱心な審議を頂きましてあ

りがとうございました。

次回の第１４６回の審議会は平成２０年２月定例県議会終了後の開催を予定しておりま

す。なお、開催日は会長に一任して頂き、後日日程を通知させて頂きますので、ご了承よ

ろしくお願い申し上げたいと思います。

これをもちまして閉会とさせて頂きます。ありがとうございました。

（閉会１５：１５）


